
令和３年度 岩内西小学校の学校行事・諸活動の変更点について 
 

 子どもたちへの指導をさらに効果的・効率的にするため、保護者の皆様の負担を軽減するため、コロナウイルス感染予防をさら

に徹底するためなどの観点から、取り組み方を一部変更していく活動がありますので、お知らせします。 

 

１ 運動会 

【変更のポイント】 

これまでの日曜開催を改め、令和３年度から土曜開催とする（雨天時の予備日は日曜日） 
 

【変更のねらい】 

・土曜が雨天の場合でも、日曜日に実施が可能です。平日の順延ではないので、多くの保護者の方々に観覧して

いただくことができます。 

・運動会の前日に練習することにより、本番でより成果を発揮することができます。 

【備考】 

・保護者アンケートでは、有効提出数(191)の８７％の保護者が「土曜開催でもよい」と回答していただきました。

（アンケート結果詳細は、令和２年度学校だより 11 号裏面をご参照ください） 

・座席取りは前日金曜日の夕方に実施する予定です。 

  （コロナ対応により、例年どおりの実施が難しい場合は、今年度のように席取りを行わず、縮小して実施する場

合もあります。） 

 

２ 家庭訪問 

  【変更のポイント】 

  家に上がる「家庭訪問」ではなく、学校で保護者一人ひとりと「個人懇談」を行う 
 

  【変更のねらい】 

  ・年度始めに、家庭での様子や保護者の皆様の思い、学校での様子についてなどを懇談する時間をもつことで、

学校と家庭が連携して指導にあたることができます。 

  ・家に上がることにより発生する保護者の皆様の負担を軽減するとともに、接触を低減しコロナ感染防止に努め

ることにもつながります。 

  【備考】 

  ・時期は、これまでの家庭訪問と同じく、４月下旬に行います。 

  ・設定時間は、１家庭１５分の予定です。 

 

３ 通知表 

  【変更のポイント】 

  「学期ごと３回」の発行から、年２回（前期・後期）での発行に変更する 
 

  【変更のねらい】 

  ・３学期の評価期間が短く、評価内容が少ないうえに、インフルエンザでの学級閉鎖や、コロナウイルスによる

臨休などの可能性も考えられるため、年２回の発行とすることで、評価材料を増やし、内容の濃い評価が可能

となり、児童の成長や変容もより伝えることができます。 

  【備考】 

  ・評価期間は、４～９月（10/1 配付予定）と、１０～３月(3/24 配付予定)です。 

 

 

４ 教育相談 

  【変更のポイント】 

  これまで９月に実施していた教育相談（児童対象）を、７月に行う 
 

  【変更のねらい】 

  ・夏休みまでの学習や生活の状況を児童本人と確認する機会となり、夏休み中の取組につなげることができます。 

  ・通知表発行時期変更に伴い、夏休み前の時期に行っていた評価の業務の時間を、児童との教育相談の時間に充

てることにより、指導の充実につながります。 

  【備考】 

  ・令和２年度はコロナ臨休のケアも兼ねて、６月に実施しました。 

 

５ 教材費の支払 

  【変更のポイント】 

  現金による徴収ではなく、口座引き落としによる徴収に変更する 
 

  【変更のねらい】 

  ・児童が現金を持参することにより起こりうる「紛失」や「金銭事故」を、未然防止します。 

  ・保護者の皆様が現金を準備する手間を軽減し、確実に納入できます。 

  【備考】 

  ・給食費の口座を使って納入します。金額や引き落としの日程は、事前に学校から文書でお知らせいたします。 

  ・徴収時期等によっては、現金で納入していただく場合もあります。 

                                          

６ 名札  

  【変更のポイント】 

  全学年が毎日付けるではなく、１年生のみ１学期末まで付けることとする 
 

  【変更のねらい】 

  ・個人情報保護の観点から、身に付けない学校が増えています。本校でも、保護者負担の軽減・子どもたちの活

動の効率化なども考え、身につけずに生活することにします。 

  ・１年生については、複数の幼稚園・保育所から集まっていることや、教職員が名前を確認できるようにするた

め、１学期末まで着用します。 

  【備考】 

  ・名札が傷んで交換が必要な場合は、再購入せず、学校の予備を貸し出すことにします。 

 

７ ４月参観日   ※令和３年度のみの変更 

  【変更のポイント】 

 ４月時点でコロナ収束は難しいため、全学年一斉に日曜開催ではなく、平日に分散して実施する 
 

  【変更のねらい】 

  ・例年の時程（日曜に全学年２時間授業で公開）で実施すると、「密」になることが避けられないと思われます。

コロナウイルス感染対策を徹底するため、４月参観日も令和２年度と同じく、平日に分散実施して行います。 

※２～６年生は、５時間目を予定しています。入学間もない１年生は、５時間授業を未経験のため、この日を３

時間授業（給食なし）として、３時間目に参観とします。授業参観後には、全学年で学級懇談を行う予定です。 


